
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇任意接種となります 

大紀町では接種費用の半額相当を助成します 

詳しくは裏面をご覧ください 

〇定期接種となります 

接種開始時期：10月頃の予定 

詳細は広報9月号をご覧ください 

・接種券はありせん 

・医療機関に予約してください 

・問（予）診票は医療機関にあります 

・接種費用の自己負担があります 

令和6年度の新型コロナワクチン接種は、昨年までとは異なります 

65歳以上の方 

64歳以下の方 

全体の変更点 

裏面をご覧ください 



 

 

 

 

 
対象者 

大紀町に住民登録があり、接種日時点で６４歳以下の接種可能な
年齢の方 

 

助成対象期間 

令和６年４月１日～令和７年３月３１日に接種を受けた分 

 

助成回数および助成額 

ワクチンの種類 助成回数 助成額 

新型コロナワクチン １回 
接種費用の半額相当 

※１０円未満切り捨て 

◆接種費用については、医療機関にお問い合わせください。 
 

申請期限 

令和７年３月３１日 

 

申請方法・申請場所 

 医療機関で接種後領収書を持参し、健康福祉課又は、各支所へ申
請してください。 

 

申請に必要なもの 

１、申請書（本庁、各支所の窓口又は、大紀町ホームページから 

ダウンロード可能） 

２、医療機関の領収書（原本） 

 

お問い合せ（土日・祝日は除く） 

大紀町 健康福祉課  TEL０５９８－８６－２２１６ 

６４歳以下の 

新型コロナワクチン予防接種費助成について 


